
国税庁特定事業主行動計画（第Ⅴ期安心子育て応援プラン）の概要

○ 次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てと仕事の両立の推進に向け、「国税庁特定事業主行動計画」を策定。
○ 「国税庁特定事業主行動計画（第Ⅳ期安心子育て応援プラン）」の期間満了に当たり、更なる子育てと仕事の両立推進に向け、これまでの取
組状況や「財務省女性活躍とワークライフバランス推進のための取組計画」などを踏まえ、令和８年度から令和12年度末を対象として、「第Ⅴ
期安心子育て応援プラン」を策定。

⑴ 両立支援制度の周知徹底、働き方等の意識改革

⑵ 各種相談体制の充実

⑶ 人事上の配慮等

⑷ 男性職員の家庭生活への関わり推進

⑸   事務計画・事務分担の見直し等

⑹ 休暇制度等に関する関係機関への働きかけ

⑺ 研修参加の際の配慮

⑻ 超過勤務の縮減

⑼ 年次休暇の取得促進

⑽ 保育施設等に関する情報提供等

⑾ 柔軟な働き方の推進等

⑿ 人事評価への反映

⒀ ワークライフバランス推進に資する取組等の表彰

⒁ ハラスメント防止等の取組

職員のライフサイクルの各局面における重点的支援策

数値目標

⑴ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇 … 該当する全ての男性職員が合計５日以上を取得（令和12年度まで）
⑵ 男性職員の育児休業取得率 … ２週間以上85％以上(令和12年度まで)
⑶ 男性の育児のための休暇・休業取得 … 子の出生後１年以内に１か月以上取得（令和12年度まで）
⑷ 超過勤務の縮減 … 前年の数値を下回ることを目標

⑴ 母性保護、母性健康管理、休暇・休業制度、出産費用の給付措
置等の周知

⑵ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇合計５日
以上の取得促進

⑴ 男女を問わず、希望する職員が育児休業を取得することができ
る環境整備（代替要員の確保、事務計画等の見直し、男性の育児
休業取得促進、働き方等の面談等）

⑵ 育児休業中の職員に対してインターネット環境等を活用した情
報提供（職場の情報、税法等の改正内容、自主的に参加できる研
修・説明会等の開催情報等）

⑴ 復職時の職場研修やＯＪＴ
⑵   職員のニーズに応じた制度利用を推奨
⑶ 事務分担・休暇取得希望等に対する配慮
⑷   周囲が協力し合う環境醸成
⑸ 柔軟な働き方の推進

⑴ 子育てバリアフリー
⑵ 子育てに関する地域貢献活動
⑶ 職場見学ツアー・家族参加型レクリエーション等
⑷ 不妊治療を受けやすい職場環境の醸成

出産
産前・産後

育児休業
（最大3年）

職場復帰

その他
支援策

両立支援に関する国税庁の主な取組
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